
アンケート参考資料 

【高島市の再生可能エネルギー関連補助制度】 

 

 住宅用 

太陽光発電システム 

事業所用 

太陽光発電システム 
太陽熱温水器 

補助金額 １ｋｗあたり３万円 １ｋｗあたり１万円 本体価格の１／１０ 

補助限度額 １０万円 ５０万円 ５万円 

要件 ①市内に住所を有して

いる 

②市税の滞納がない 

③過去にこの補助金を

受けていない 

④工事着工前に申請し、

交付決定を受けること 

等 

①市内の事業所にシス

テムを設置する法人等 

②市税の滞納がない法

人等 

③過去にこの補助金を

受けていない 

①市内に住所を有して

いる 

②機器を購入する前に

申請し、交付決定を受け

ること 等 

対象システム ①太陽電池の最大出力

合計値が１０ｋｗ未満 

②自らが居住する住宅

に設置する 

③市内に本店または視

点を有する施工業者ま

たは販売業者から購入

する 

④未使用である 等 

①太陽電池の最大出力

合計値が１０ｋｗ以上 

②法人等が自ら営業す

る事業所に設置する 

③市内に本店または視

点を有する施工業者ま

たは販売業者から購入

する 

④未使用である 等 

①太陽熱温水器 

過去３年の 

実績 

（件数・補助金額） 

・平成２６年度 

２７件（2,639,000円） 

・平成２７年度 

９件（ 900,000円） 

・平成２８年度 

１４件（1,373,000円） 

・平成２６年度 

０件（0円） 

・平成２７年度 

０件（0円） 

・平成２８年度 

０件（0円） 

・平成２６年度 

９件（177,000円） 

・平成２７年度 

６件（114,000円） 

・平成２８年度 

５件（118,000円） 

 

 

 

 

 

 



【再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）とは】 

≪参考：資源エネルギー庁ホームページ≫ 

 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、

電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用を電

気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの

導入を支えていきます。この制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ち

やすくなり、より普及が進みます。 

 

 

「太陽光」「風力」「水力」「地

熱」「バイオマス」の 5つのい

ずれかを使い、国が定める要

件を満たす設備を設置して、

新たに発電を始められる方が

対象です。発電した電気は全

量が買取対象になりますが、

住宅用など 10kW未満の太陽光

の場合は、自分で消費した後

の余剰分が買取対象となりま

す。 

 

 

 

※再生可能エネルギー賦課金（再エネ賦課金）とは 

 再生可能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの一つになることを目指し、電気をご利用

の皆様にご負担をお願いするお金のことです。 

 

【再エネ賦課金の特徴】 

・電気を使うすべての方にご負担いただくも

のです。 

・電気料金の一部となっています。 

・ご負担額は電気の使用量に比例します。再

エネ賦課金の単価は、全国一律の単価になる

よう調整を行います。 

・皆様から集めた再エネ賦課金は、電気事業

者が買取制度で電気を買い取るための費用に

回され、最終的には再生可能エネルギーで電

気をつくっている方に届きます。 


